
 

 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第

117 号。以下「ＰＦＩ（Private Finance Initiative）法」という。）第５条に定める手続

きに準じて、「町田市熱回収施設等整備運営事業の実施に関する方針」（添付資料を含む。

以下「実施方針」という。）を定め、公表する。 
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町田市（以下「市」という。）は、町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業（以下「本

事業」という。）について、民間事業者の経営能力及び技術的能力の活用を図ることにより、

効率的かつ効果的に実施することを計画している。 

このため、ＰＦＩ法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施

に関する基本方針（平成 12 年総理府告示第 11 号。以下「基本方針」という。）及びＰＦ

Ｉ事業実施プロセスに関するガイドライン（平成 13 年１月 22 日）等に定める手続に準じ

て、本実施方針を定めて公表するとともに、広く積極的な意見及び提案を求める。 
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第１ 特定事業の選定に関する事項 

  

１ 特定事業の選定に関する事項 

(1) 事業名称 

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業 

 

(2) 事業の対象となる公共施設等の名称及び種類 

ア 名称 

  町田市熱回収施設等（仮称） 

イ 種類 

 一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法質第

137号。以下「廃棄物処理法」という。）第8条第1項に規定する一般廃棄物処理

施設をいう。以下同じ。） 

ウ 施設の概要 

  ( ｱ ) 熱回収施設 

計画処理量は約 63,000ｔ／年とし、計画ごみ質は基準ごみ 7,200ｋJ／ｋ

ｇ、低質ごみ 5,200ｋJ／ｋｇ、高質ごみ 9,800ｋJ／ｋｇとする。施設規模

は 258ｔ／日（２系列、24 時間連続稼動）、稼働日数は 280 日／年以上とし、

処理方式はストーカ方式とする。 

 ( ｲ ) バイオガス化施設 

計画処理量は約 18,000ｔ／年とし、施設規模は 50ｔ／日とする。稼働日

数は 350 日／年以上とし、処理方式は乾式高温メタン発酵方式とする。 

 ( ｳ ) 不燃・粗大ごみ処理施設 

計画処理量は約 9,000ｔ／年とし、施設規模は 47ｔ／5h とする。稼働日

数は 245 日／年以上とする。 

 

 (3) 公共施設等の管理者 

   町田市長  石阪 丈一 

 

(4) 事業目的 

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業（以下「本事業」という。）は、町田

リサイクル文化センター（以下「現施設」という。）のごみ処理設備が耐用年数を迎

えつつあることから、建て替えるにあたり、市民参加方式により策定した「町田市

資源循環型施設整備基本計画」に定める熱回収施設等（熱回収施設（焼却施設）、バ

イオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設、新管理棟、ストックヤード棟、洗車場）

を同一敷地内に一体で整備することにより、各施設の機能を相互に関連させ、効率
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的なごみの資源化を図ることを目的とする。 

 

(5) 事業の概要 

 本事業は、町田市（以下「市」という。）が所有する熱回収施設等の整備及び運営

を一括して民間事業者に実施させるとともに、長期複数年にわたり熱回収施設等の

運営を包括的に委託する、いわゆるＤＢＯ（Design Build Operate デザイン ビ

ルド オペレート）方式により実施する。 

 また、熱回収施設等の運営を長期複数年にわたり安定的に継続させるために、本

事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）は、熱回収施設等の運営の遂

行のみを目的とした会社法（平成 17 年法律第 86 号）に規定する株式会社（以下

「運営事業者」という。）を設立することとし、当該運営事業者が事業者とともに熱

回収施設等の運営を実施する。 

 事業者は、現施設が稼働している間に熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）

を整備し、熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）を市に引き渡したうえで運営

事業者とともに熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）の運営を実施する。 

 引き続き、事業者は、熱回収施設等（ストックヤード棟を除く）の引き渡しの後

に、既存工場棟の解体工事を行い、外構及びストックヤード棟の整備工事を行うも

のとする。 

 

(6) 本事業の業務内容 

 本事業において事業者及び運営事業者が実施する主な業務を次のアからウまでに

示す。 

ア 経営管理業務 

 本事業を長期複数年にわたり安定的に継続させるための運営事業者自らの経営

管理業務 

イ 施設整備業務 

 熱回収施設等を整備するために必要な次の業務 

( ｱ ) 設計業務 

( ｲ ) 建設業務 

( ｳ ) 解体業務 

ウ 施設運営業務 

 熱回収施設等を運営するために必要な次の業務 

( ｱ ) 熱回収施設等の運転管理業務 

( ｲ ) 熱回収施設等の維持管理業務 

( ｳ ) 施設運営業務期間終了時の市への引継ぎ業務 

   



 

3 

 

なお、施設運営業務の所掌範囲は下表の通りとする。 

 

施設運営業務 

新管理棟

及び見学

者ルート 

新管理棟以外

の施設 

外構及び 

洗車場 

 

運転管理業務 - 事業者 - 

維持管理

業務 

熱回収施設等の補修・更新

等 
事業者 事業者 事業者 

清掃管理 市 事業者 市 

樹木等植栽管理 市 市 市 

警備等 事業者 事業者 事業者 

周辺住民等との協働等 事業者 事業者 事業者 

安全衛生管理・防災管理 事業者 事業者 事業者 

情報管理（各種記録等の作

成・保管） 
事業者 事業者 事業者 

その他熱回収施設等の維

持管理に必要な業務 
事業者 事業者 事業者 

業務終了時の引継業務 事業者 事業者 事業者 

 

   また、運営事業者は、運営業務委託契約、要求水準書等、運営マニュアル及び運転

管理計画に従い熱回収施設等を運転することにより発生する余熱を利用して発電を行

うものとし、発電した電気を熱回収施設等で利用するほか、余剰電力については第三

者に売電する。この場合において、売電による売上げは、市の収入とする。 

 

 (7) 事業期間等 

 本事業は、本事業の実施に関する契約（以下「事業契約」という。）の締結日から

2041年３月末日までの約25年間を事業期間とする。 

 そのうち、施設整備期間は、事業契約の締結日から2023年12月末日までの約７

年間とする。また、施設運営期間は、熱回収施設等の引渡日の翌日から2041年３

月末日までの約20年間とする。 

 

施設整備期間：約７年（2016年1２月～2023年１２月末日） 

・熱回収施設等（ストックヤード棟を除く。）の整備：約4年（2016年1２月～

2021年6月末日） 

・既存工場棟解体工事、既存工場棟の跡地整備工事（ストックヤード棟の整備工

事、造成、外構工事等）：約3年（2021年7月～2023年12月末日） 
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施設運営期間：約20年（2021年7月～2041年３月末日） 

 

 (8) 対価の支払 

  市は、本事業の実施の対価について、次のア及びイに掲げる費用を事業者又は運

営事業者に支払う。 

ア 施設整備費 

   市は、熱回収施設等の整備を実施する事業者に対して本事業における施設整備

業務の実施の対価（以下「施設整備費」という。）を支払う。支払方法の詳細につ

いては施設整備請負契約によるものとする。 

イ 施設運営費 

   市は、運営事業者に対して本事業における施設運営業務の実施の対価（以下「施

設運営費」という。）を支払う。支払方法の詳細については運営業務委託契約によ

るものとする。 

 

(9) 本事業の実施に関する協定等 

 市は、本事業の実施にあたり、次のアからエまでに掲げる協定等を事業者又は運 

営事業者と締結する。なお、事業契約は、次のイからエまでに掲げる基本契約、施

設整備請負契約及び運営業務委託契約から構成されるものとする。 

ア 基本協定 

 市は、事業者との間で、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本

協定を締結する。 

イ 基本契約 

 市は、事業者及び運営事業者との間で、本事業を実施するために必要な基本的

事項を定めた基本契約を締結する。 

ウ 施設整備請負契約 

 市は、施設整備企業との間で、熱回収施設等を整備するために必要な事項を定

めた施設整備請負契約を締結する。 

エ 運営業務委託契約 

 市は、運営事業者との間で、熱回収施設等の運営を実施するために必要な事項

を定めた運営業務委託契約を締結する。また、運営事業者は、熱回収施設等の運

営を実施する事業者（以下「施設運営企業」という。）との間で熱回収施設等の運

営を実施するために必要な事項を定めた契約を締結する。 

 

(10) 遵守すべき法令及び許認可等 

 事業者及び運営事業者は、本事業の実施にあたり必要とされる関係法令、条件等

を遵守するものとする。 
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２ 特定事業の選定方法に関する事項 

市は、本事業の実施に向けた手続きを進めるにあたり、ＰＦＩ法第６条に規定する手

続に準じて特定事業の選定を行うこととする。  

 

(1) 選定基準 

市は、現施設の整備及び運営において実施されている事業方式（以下「従来方式」

という。）により本事業を実施した場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額

の現在価値（以下「従来方式による公的財政負担の見込額の現在価値」という。）と本

実施方針に示したＤＢＯ方式により本事業を実施した場合の事業期間全体を通じた公

的財政負担の見込額の現在価値（以下「ＤＢＯ方式による公的財政負担の見込額の現

在価値」という。）を比較し、ＤＢＯ方式による公的財政負担の見込額の現在価値が従

来方式による公的財政負担の見込額の現在価値を下回ると認められる場合に、ＰＦＩ

法第６条に規定する手続に準じて、本事業をＤＢＯ方式により実施することが適切で

あると認めた特定事業として選定する。 

 

 (2) 評価方法 

市は、ＰＦＩ法、基本方針及びＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライ

ン（平成 13 年７月 27 日）等に定める方法に従ってＶＦＭを評価するものとし、従

来方式で実施した場合とＤＢＯ方式で実施した場合において、いずれの場合において

も達成される効果の水準が同一であるとした場合において、ＤＢＯ方式で実施するこ

とにより公的財政負担の縮減が期待できる場合にＶＦＭがあるものとして評価する。 

 

 (3) 選定結果の公表 

市は、本事業をＰＦＩ法第６条に定める手続に準じて特定事業として選定した場合

は、その判断の結果を評価の内容と併せて、市のホームページへの掲載の方法により

速やかに公表する。 

また、客観的な評価の結果、特定事業の選定を行わないことにした時も同様に公表

する。 
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第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 

１ 民間事業者の募集及び選定 

 市は、本事業をＰＦＩ法第６条に定める手続きに準じて選定事業とした場合は、

本事業への参画を希望する民間事業者を公募し、公平性及び透明性の確保並びに民

間事業者の経営能力及び技術的能力の活用を図る観点から、総合評価一般競争入札

（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第３項ただし書及び地方自治

法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の２第１項に規定する一般

競争入札をいう。以下同じ。）により選定することを予定している。 

 

２ 事業者の選定手順 

市は、次の手順により事業者を選定することを予定している。なお、具体的な日

程については入札公告時に示す。 

 

(１) 入札公告 

市は、事業者の選定等を行うにあたり、本事業の入札公告を公示するとともに、

市のホームページへの掲載により公表する。 

 

(２) 質問受付 

市は、入札説明書等の内容に関する質問を受け付ける。 

 

(３) 質問回答の公表 

市は、上記(2)による質問及びこれに対する回答を市のホームページへの掲載によ

り公表する。 

 

(４) 一般競争入札参加資格確認申込み 

入札に参加を希望する民間事業者（以下「入札希望者」という。）は、入札説明書

の定めるところにより、一般競争入札参加資格確認に必要な書類を提出するものと

する。 

 

(５) 一般競争入札参加資格確認結果の通知 

市は、一般競争入札参加資格確認書類を提出した入札希望者を対象として競争参

加資格の有無を確認し、その結果を当該入札参加者に通知する。一般競争入札参加

資格があると認められた入札希望者（以下「入札参加者」という。）は、以後の手続

において本事業の実施の対価を示した入札書並びに本事業の実施に関する計画及び

提案を示した事業者提案書（以下「事業者提案書」という。）を提出することができ
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るものとする。 

 

(６) 入札参加者ヒアリング 

市は、入札参加者を対象として、当該入札参加者の特性を生かした提案の検討を

支援するために、必要に応じて入札説明書等の内容に関して入札参加者別に個別の

質問回答を行う入札参加者ヒアリングを実施する。入札参加者ヒアリングの詳細に

ついては、入札公告時に示す。 

 

(７) 入札書及び事業者提案書の提出 

入札参加者は、入札説明書の定めるところにより、入札書及び事業者提案書を提

出するものとする。 

 

(８) 提案内容ヒアリング 

市は、入札書及び事業者提案書を提出した入札参加者を対象として、事業者提案

書の内容についてヒアリングを実施する。 

 

(９) 事業者の決定 

市は、入札参加者から提出された入札価格及び事業者提案書の内容を総合的に評

価し、市に最も有利な提案をした入札参加者を選定し、事業者として決定する。 

 

(１０) 総合評価入札結果の公表 

市は、入札価格及び事業者提案書の内容を総合的に評価した結果を、各入札参加

者に通知するとともに、市のホームページへの掲載により公表する。 

 

３ 総合評価の方法 

 (１) 選考委員会の設置 

 市は、事業者を総合評価一般競争入札により選定するにあたり、地方自治法施行

令第 167 条の 10 の２第４項及び第５項に基づいて「町田市熱回収施設等事業者

候補者選考委員会」（以下「事業者選考委員会」という。）を設置し、入札参加者か

ら提出された事業者提案書の内容を評価するための基準等に係る調査選考を委ね、

市は事業者選考委員会の調査選考結果を受けて事業者を選定する。 

  

(２) 事業者選考基準の概要 

 入札参加者から提出された事業者提案書の内容については、価格要素と非価格要

素に分け、それぞれ評価を行う予定である。なお、非価格要素については、次のア

からエに掲げる事項等について総合的に評価を行う予定である。 



 

8 

 

ア 市民の生活環境に配慮した施設に関する事項 

イ 市民が安心して生活できる災害に強い施設に関する事項 

ウ 市民がともに学び・遊び・育むことのできる施設に関する事項 

エ 市民が安全に生活できる安定的な運営に関する事項 

なお、具体的な事業者選考基準については、入札公告時に示す。 

 

４ 提出書類の概要 

(１) 提出書類の内容 

一般競争入札参加資格確認書類として、入札参加者を構成する民間事業者に係る

資格及び実績等を確認するための資料の提出を求めることを予定している。 

事業者提案書としては、次のアからエまでに掲げる事項を主な内容として含む事

業者提案書の提出を求めることを予定している。 

 

ア 施設性能基準 

イ 経営管理計画 

ウ 施設整備計画 

エ 施設運営計画 

オ 非価格要素に関する提案 

 

( 2 ) 提出書類の取扱い 

ア 著作権等 

提出書類の著作権は、当該書類を提出した入札参加者に帰属するものとする。 

ただし、公表、展示その他市が本事業に関して必要と認める範囲において、市は、

これを無償で使用することができるものとする。 

また、選定に至らなかった入札参加者の提出書類については、事業者の決定後、

市が適切に処分する。 

イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、運転管理

方法等を使用した結果生じる責任は、原則として提案を行った入札参加者が負うも

のとする。 

ウ 資料の公開 

市は、事業者の決定後、選定結果の公表の一環として、必要に応じて入札参加者

から提出された事業者提案書（選定に至らなかった入札参加者からの事業者提案書

を含む。）の一部を公開することができるものとする。ただし、公開に際しては、提

案した入札参加者のノウハウや手法を特定することができるなど、公開されること
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により提案した入札参加者の権利が著しく阻害されると認められる内容を除くもの

とし、詳細については当該入札参加者と協議することとする。 

 

５ 入札の参加資格要件等 

 入札参加者は、次の(1)に掲げる構成等とし、(2)に掲げる資格要件を全て満たして

いること。なお、参加資格確認基準日（以下「基準日」という。）は、一般競争入札参

加資格確認資料受付最終日とする。  

(1) 入札参加者の構成等 

ア 入札参加者は、熱回収施設等の整備及び運営を実施する民間事業者で、特別目

的会社に出資する企業（以下「構成企業」という。）と、構成企業以外の者で事

業開始後、施設整備業務又は施設運営業務のうちの一部を請負い、又は受託す

ることを予定している企業（以下「協力企業」という。）から構成されているこ

と。なお、構成企業又は協力企業のうち一者が、複数の業務を兼ねて実施する

こと、業務範囲を明確にした上で各業務を複数の構成企業又は協力企業で分担

することは差し支えない。また、協力企業については、町田市内に本店を有す

る企業（以下「市内業者」という。）を積極的に活用すること。 

イ 入札参加者は、構成企業の中からプラントの設計及び建設を担当する構成企業

を、入札参加者を代表する構成企業（以下「代表企業」という。）として定め、

当該代表企業が入札手続を行うこと。 

ウ 入札参加者は、応募にあたり、構成企業及び協力企業を明らかにするとともに、

それぞれが本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。なお、プ

ラントの設計及び建設を担当する企業と施設運営業務のうち運転管理業務を担

当する企業は構成企業でなければならない。 

エ 代表企業、構成企業、及び協力企業の変更は原則として認めない。ただし、特

段の事情があると市が認めた場合は、特定事業契約締結後に、選定されなかっ

た入札参加者の協力企業が、事業者の業務等を支援及び協力することは可能と

する。 

オ 構成企業または協力企業のいずれかが、他の入札参加者における構成企業また

は協力企業ではないこと。 

カ 構成企業又は協力企業のいずれかと、会社法第２条第４号に規定する親会社（以

下「親会社」という。）又は同条第３号に規定する子会社（以下「子会社」とい

う。）及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵

省令第 59 号）第８条第５項に規定する関連会社に該当する各法人は、それぞ

れ他の入札参加者の構成企業又は協力企業となることはできない。 

キ 同一入札参加者が複数の提案を行うことは認めない。 
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(2) 参加資格要件 

ア 共通の要件 

 構成企業及び協力企業は、以下の要件を全て満たすこと。 

( ｱ ) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当してい

ないこと。 

( ｲ ) 町田市において入札参加資格停止期間中でないこと。 

( ｳ ) 経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項の規定

により更生手続開始の申立てをしたとき又は民事再生法（平成11年法律第225

号）第21条第１項の規定により再生手続開始の申立てをしたとき（市が経営不

振の状態を脱したと認めた場合を除く。）をいう。）にないこと。 

( ｴ ) 直近営業年度における法人税、法人事業税（地方法人特別税を含む。）、消費税

及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

( ｵ ) 市が本事業に関する検討を委託した株式会社日建設計と資本的関係又は人的関

係がないこと。  

なお、資本関係又は人的関係があるとは、次に該当する場合をいう。 

(A) 資本的関係 

 次のａまたはｂに該当する二者の場合。ただし、ａについて子会社又は

ｂについて子会社の一方が、会社更生法第２条第７項に規定する更生会社

（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２条第４号に規定する再生

手続が存続中の会社（以下「再生手続中の会社」という。）である場合を除

く。 

ａ 親会社と子会社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(B) 人的関係 

   次のａ又はｂに該当する二者の場合。ただし、ａについては、会社の一

方が更生会社又は再生手続中の会社である場合は除く。 

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第１項又は民事再

生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

 (Ｃ) その他入札の適正さが阻害されるおそれがあると認められる場合 

  その他上記(A)又は(B)と同等とみなし得る資本的関係又は人的関係が認め

られる場合 

 

イ 施設整備業務に関する要件 

 施設整備業務を実施する構成企業または協力企業（以下「施設整備企業」とい

う。）は以下の要件を満たすこと。なお、施設整備業務を複数の企業で実施する場
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合は、各企業は分担する業務に関する以下の要件を全て満たすものとし、同一の

業務を複数の企業で実施する場合、少なくとも主たる業務を担う１者が以下の要

件を全て満たすものとする。 

ただし、建築物の設計業務を分担する企業は、建築物の建設業務を分担する企業

とする。 

( ｱ ) 施設整備企業は、東京電子自治体共同運営電子調達サービス（以下「電子調達

サービス」という。）において町田市の建設工事等競争入札参加資格を有してい

ること。 

( ｲ ) 建築物の設計業務を実施する企業は、建築士法（昭和25年法律第202号）第

23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。また、専任

の一級建築士を配属すること。なお、これらの技術者は、企業が直接かつ連続し

て３か月以上雇用している者でなければならない。 

( ｳ ) 建築物の設計業務を実施する企業は、地方公共団体が発注した延床面積

15,000㎡以上の一般廃棄物処理施設の設計を担当した実績（共同企業体として

の実績は、出資比率20％以上のもの）があること。 

(ｴ) 建築物の建設業務を実施する企業は、電子調達サービスにおいて、最新の経営

事項審査の結果による建築一式の総合評定値Ｐが1,100点以上であること。 

(ｵ)  建築物の建設業務を実施する企業は、建設業法（昭和24年法律第100号）第

３条第６項に規定する建築工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｶ) 建築物の建設業務を実施する企業は、建築一式工事について建設業法第26条

に規定する監理技術者であって、一級建築施工管理技士の資格を有するものを

専任で配置できること。なお、これらの技術者は、企業が直接かつ連続して３

か月以上雇用している者でなければならない。 

(ｷ) 建築物の建設業務を実施する企業は、地方公共団体が発注した延床面積

15,000㎡以上の一般廃棄物処理施設の建設を担当した実績（共同企業体として

の実績は、出資比率20％以上のもの）があること。 

(ｸ) プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、建設業法第３条第６項に

規定する清掃施設工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｹ) プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、電子調達サービスにおい

て焼却設備の業務で順位付けがあり、最新の経営事項審査の結果による清掃施

設工事の総合評定値Ｐが1,100点以上であること。 

(ｺ)  基準日において、プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、以下

の条件を全て満たす地方公共団体が発注した一般廃棄物処理施設の元請の実績

（共同企業体としての実績は出資比率20％以上のもの）があること。 

Ａ １炉当たり100ｔ／日以上のストーカ方式における規模で発電設備を有す

ること。 
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Ｂ １炉当たり100ｔ／日以上のストーカ方式における規模で、延べ３年以上の

稼働実績を有すること。 

Ｃ １炉当たり100ｔ／日以上のストーカ方式における規模で、90日以上の連

続運転の実績を有すること。 

Ｄ 20ｔ／５ｈ以上の不燃・粗大ごみ処理施設の規模で、延べ３年以上の稼動実

績を有すること。 

E  25ｔ／日以上のバイオガス化施設（乾式）の規模で、受注実績を有するこ

と。または、前処理設備入口ごみ処理量として、25ｔ/日以上の処理能力のバ

イオガス化施設（乾式）の受注実績を有すること。 

( ｻ ) プラントの設計業務及び建設業務を実施する企業は、清掃施設工事について建

設業法第26条に規定する監理技術者を専任で配置できること。なお、これらの

技術者は企業が直接かつ連続して３か月以上雇用している者であること。 

( ｼ ) プラントの設計業務及び建設業務を担当する企業は、環境省（旧厚生省）の策

定した廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針（平成10

年10月28日生活衛生局環境部長通知）に適合する技術資料及び技術を保証する

資料等を提示することができること。 

 

ウ 施設運営業務に関する要件 

 施設運営業務を実施する構成企業または協力企業（以下「施設運営企業」とい

う。）は、以下の要件を満たすこと。 

( ｱ ) 施設運営企業は、電子調達サービスにおいて町田市の物品買入れ等競争入札参

加資格を有していること。 

( ｲ ) 施設運営企業のうち運転管理業務を担当する企業は、１炉当たり 100ｔ/日以

上のストーカ方式における規模で、発電設備を有する施設において、基準日にお

いて延べ３年以上の運転管理実績を有していること。  

( ｳ ) 施設運営企業のうち運転管理業務を担当する企業は、前記( ｲ )の要件を満たす施

設での１年以上の運転管理実績を有する専門の技術者を、熱回収施設等の運営開

始から１年以上運営事業者に専任で配置し、業務に従事させること。 
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第３ 落札後の手続に関する事項 

 １ 落札後の手続に関する事項 

(1) 基本協定の締結 

    落札者は、落札決定後速やかに、市を相手方として基本協定を締結すること。 

 

(２) 特別目的会社の設立等 

落札者は、基本協定の締結後速やかに、基本協定の定める運営事業を行う特別目

的会社（運営事業者）を設立し、町田市内に本店（本社）を置くこと。 

また、運営事業者の株主は以下の要件を満たすこと。 

 

ア 代表企業である株主が、運営事業者の株主総会における全議決権のうち、２分

の１を超える議決権を、事業期間中を通じて保有すること。 

もしくは、施設整備企業が複数の企業で構成される場合は、施設整備企業の構

成企業の合計で、２分の１を超える議決権を保有し、代表企業の特別目的会社

への出資割合は出資者中で最大になるものとすること。 

 

イ 運営事業者の株主は、原則として本件の運営業務委託契約が終了するまで運営

事業者の株式を保有することとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除

き、当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。 
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第４ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

１ 民間事業者の責任の明確化に関する事項 

(1) 責任分担の基本的考え方 

市と事業者及び運営事業者とは、それぞれのリスク管理能力に応じて適正にリス

クを分担し、互いのリスクに関する負担を軽減することで、より低廉で、かつ、質

の高いサービスの供給を目指すものとする。 

 

(２) 想定されるリスクの責任分担 

本事業の実施に際して想定されるリスクと当該リスクに対する責任分担は、事業

契約に示す契約条件等によるものとする。ただし、市は、想定されるリスクに対す

る責任分担を変更する合理的かつ明確な理由のある意見等があった場合には、必要

に応じてリスクに対する責任分担の変更等を行うことができるものとする。 

なお、想定されるリスクに対する責任分担の変更の可否については、実施方針に

関する質問等に対する回答において示すものとし、リスクに対する責任分担を変更

した場合は当該回答の内容を事業契約に反映するものとする。 

 

(３) リスクが顕在化した場合の費用負担の方法 

市又は事業者若しくは運営事業者のいずれかが責任を負うべきリスクが顕在化し

た場合に生じる費用は、原則としてその責任を負う者が全額を負担することとする。 

また、一定額までは事業者又は運営事業者が責任を負うとしたリスクや、市並び

に事業者及び運営事業者が共同して責任を負うべきとしたリスクが顕在化した場合

に生じる費用の負担方法については、事業契約に示す契約条件等のとおりとする。 

 

２ 民間事業者の責任の履行の確保に関する事項 

(1) 契約保証金の納付等 

市は、施設整備業務及び施設運営業務の履行を確保するため、施設整備請負契約

及び運営業務委託契約のそれぞれについて、次のアからエまでのいずれかに掲げる

保証を求めることを予定している。 

 

ア 契約保証金の納付 

イ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

ウ 契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行の保証 

エ 契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の

締結 
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なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、施設整備請負契約においては

施設整備費に相当する額の 10 分の１以上、運営業務委託契約においては市が各年

度に支払う施設運営費に相当する額の 10 分の１以上とする。 

 

(２) 事業の実施状況の監視及び改善要求措置 

ア 監視（モニタリング）の方法等 

市は、事業者及び運営事業者が事業契約に基づいて本事業を適正かつ確実に実

施していることを確認するために、事業者及び運営事業者における業務の履行状

況を監視し、必要に応じて是正又は改善を要求する。 

 

イ 改善要求、支払の減額等 

市は、施設整備業務において、施設整備企業の帰責事由により要求水準が達成

されないことが明らかになった場合は、施設整備企業に業務方法の改善、当該業

務を実施する者の変更等、要求水準未達の部分に係る修補を求めるとともに違約

金を請求することができるものとする。 

市は、施設運営業務において、運営事業者の帰責事由により要求水準が達成さ

れないことが明らかになった場合は、運営事業者に業務方法の改善、当該業務を

実施する施設運営企業の変更等を求めるとともに、要求水準未達の部分に相当す

る施設運営費を支払わないほか、運営事業者に支払う施設運営費を減額するとと

もに違約金を請求できるものとする。 

 

(３) 業務の履行の検査等 

ア 施設整備業務の既済部分等の検査 

市は、施設整備期間中の各年度末に、地方自治法第 234 条の２第１項に規定す

る検査を行い、その出来高に応じて施設整備費を支払う。 

市は、上記の検査の結果、施設整備業務の既済部分等が要求水準書に定めた条件

に適合しない場合は施設整備企業に修補を求め、検査の合格をもって施設整備費を

支払うものとする。 

 

イ 熱回収施設等の完成検査 

市は、熱回収施設等の引き渡しを受ける前に、地方自治法第 234 条の２第１項

に規定する検査を行う。 

市は、上記の検査の結果、熱回収施設等が要求水準書に定めた条件に適合しない場

合は、施設整備企業に修補を求め、検査の合格をもって施設整備費の残額を支払う

ものとする。 

 



 

16 

 

ウ 施設運営業務の検査 

市は、各支払期の業務完了時に地方自治法第 234 条の２第１項に規定する検査

を行い、運営業務費を支払う。 

なお、上記の検査の結果、当該業務が要求水準書に定めた条件に適合しない場合、

市は上記(2)イに示す措置を講ずるものとする。 
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第５ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

１ 熱回収施設等の立地に関する事項 

熱回収施設等の建設予定地の概要は次のとおりであり、詳細については要求水準書

（案）によるものとする。 

建設場所 東京都町田市下小山田町３１６０番地（町田リサイクル文化センター敷地

内） 

用途地域 準工業地域 

     工業地域（2016 年 12 月に都市計画変更予定） 

防火地域 準防火地域 

高度地域 31ｍ第二種高度地区 

敷地面積 約 7７,000 ㎡ 

基準建蔽率 60％ 

基準容積率 200％ 

 

２ 熱回収施設等の規模及び配置に関する事項 

熱回収施設等の規模等の概要は次のとおりであり、詳細については要求水準書（案）

によるものとする。 

 

(１) 焼却施設（熱回収施設） 

２５８ｔ/日（１２９ｔ/日×２炉）（不燃・粗大ごみ可燃物等の処理を含む。） 

 

(２) バイオガス化施設 

５０ｔ／日（２４時間運転） 

 

(３) 不燃・粗大ごみ処理施設 

４７ｔ／日（５時間運転） 
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第６ 協定又は事業計画の解釈に疑義が生じた場合の措置に関する事項 

１ 関係者協議会の設置 

市が入札手続において配布した一切の資料、当該資料に係る質問回答書及び事業

者が提出した事業者提案書並びに市と事業者及び運営事業者との間で締結された協

定等の解釈に疑義が生じた場合は、市と運営事業者又は代表企業が本事業の円滑な

遂行を前提とし、誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとする。 

このため、市並びに事業者及び運営事業者は、事業契約の締結後に基本契約締結

当事者が参画する関係者協議会を設置するものとする。 

 

２ 管轄裁判所の指定 

事業契約に係る紛争については、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を、合意

による専属管轄裁判所とする。 
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第７ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

１ 本事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 

本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契約に定める事由ごとに

市又は事業者若しくは運営事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じ

ることとする。 

 

２ 本事業の継続が困難となった場合の措置 

修復その他の措置を講じたにもかかわらず、本事業の継続が困難となった場合、

又は公共サービスの提供に重大な遅延等が懸念されるような場合は、事業契約の定

めるところにより本事業を終了するものとする。 
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第８ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 

事業者及び運営事業者が本事業を実施するにあたり、法制上又は税制上の措置が

適用されることとなる場合には、それによることとする。なお、現時点では、本事

業を実施する事業者及び運営事業者に対する法制上及び税制上の優遇措置等は想定

していない。 

 

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

事業者及び運営事業者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を

受けることができる場合には、それによることとする。なお、現時点では、本事業

を実施する事業者及び運営事業者に対する財政上及び金融上の支援等は想定してい

ないが、市においては熱回収施設等の整備が交付金の対象事業に該当するものと考

えている。 

 

３ その他の措置及び支援に関する事項 

市は、事業者及び運営事業者が本事業を実施するにあたり必要な許認可等の取得

について、必要に応じて協力するものとする。 

また、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、市は

事業者又は運営事業者との協議により対応を検討することとする。 
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第９ その他特定事業の実施に関し必要な事項 

 

１ 書類作成に係る費用 

質問等の書類、一般競争入札参加資格確認資料、入札書及び事業者提案書の作成及

び提出並びにヒアリングへの参加に係る費用は、入札希望者及び入札参加者の負担

とする。 

 

２ 実施方針の公表に関する事項 

( 1 ) 担当部局 

 環境資源部循環型施設整備課 

 郵便番号  194－8520 

 住所  東京都町田市森野2-2-22 

 電話番号  042-724-4384 

 ＦＡＸ  050-3160-5479 

 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mcity2230@city.machida.tokyo.jp 

ホームページ  http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/gomi/newshisetu/ index.html 

 

(２) 質問、意見等の受付及び回答の公表 

実施方針に関する質問、意見又は提案の受付及びこれらに対する回答の公表の

方法については、次のアからオまでに掲げるとおりとする。 

ア 受付期間 

 平成 28 年 1 月 18 日（月曜日）から 2 月 5 日（金曜日）までの期間の土曜

日及び日曜日並びに休日を除く毎日の午前９時から午後５時まで。 

イ 提出先 

 ２( １ )に同じ。 

ウ 提出方法  

実施方針及びその添付資料に関する意見又は質問を簡潔にまとめ、意見・質問

書（様式１）に記入し、電子メールにより送信すること。なお、様式１は、Microsoft 

Excel（Excel 2013 に対応した形式とする。）で作成した電子ファイルとするこ

と。なお、電子メールの送信後には、前記２(１)の担当部局に電話にて電子メー

ルの着信を必ず確認すること。 

エ 回答方法 

質問に対する回答は、回答公表予定日に市のホームページへの掲載その他適宜

の方法により公表する。なお、公平性及び透明性を確保するため、実施方針の内

容について電話での直接回答は行わない。 
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オ 回答公表予定日 

平成 28 年 3 月 4 日（金曜日） 

 

 (3) その他 

市は、民間事業者等からの意見等を踏まえ、ＰＦＩ法第６条の規定に準じて行

う特定事業の選定までに実施方針の内容を見直し、変更を行うことができるもの

とする。 

実施方針の大幅な変更を行った場合には、市のホームページへの掲載により速

やかに公表する。 

 

３ 今後のスケジュール 

 実施方針公表後のスケジュールは次のとおり予定している。ただし、審査の進

捗状況等により変更する場合がある。 

２０１６年３月 頃     特定事業の選定 

２０１６年４月 頃     入札公告 

２０１６年４月  頃                        一般競争入札参加資格確認資料

受付期限 

２０１６年５月 頃     入札参加者ヒアリング 

２０１６年７月 頃     入札書及び事業者提案書の提出 

２０１６年８月 頃     提案内容ヒアリング 

２０１６年９月 頃     開札 

２０１６年９月 頃        落札者の決定及び基本協定締結 

２０１６年１０月 頃     事業契約締結（施設整備請負契

約は仮契約） 

２０１６年１２月 頃     施設整備請負契約の本契約成立 

２０２１年 6 月末日      熱回収施設等（ストックヤード

棟を除く）の引渡し 

２０２１年７月 1 日      熱回収施設等（ストックヤード

棟を除く）の供用開始 

２０２３年 6 月末日         既存工場棟の解体工事の完了 

２０２３年１２月末日 外構及びストックヤード棟の引

渡し 

２０４１年３月末日       事業終了 
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４ その他 

(１) 情報公開及び情報提供 

本事業に関する情報提供は、次のホームページを通じて適宜行う。 

http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/gomi/newshisetu/ne

tukaishuusisetutoujigyoushasen.html 

 

(２) 問い合わせ先 

上記２( １ )に同じとする。 

なお、実施方針の内容について電話での直接回答は行わない。 
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添付資料等 

 本実施方針の添付書類は次のとおりである。 

様式１ 意見・質問書 

 

別紙１ 本事業の事業スキーム図（例） 

別紙２ 町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業における市と民間事業者の業務範囲 

別紙３  リスク分担表 

別紙４ 用語の定義 

 

 

 



 

 

 

様式１ 意見・質問書 

 

町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業の実施方針に対する意見・質問書 

 

提出者名  

担当者の所属  

担当者の氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

電子メールアドレス  

総質問数 全     問 

※ 提出者が法人である場合は、担当者の所属欄及び担当者の氏名欄も記載してください。

提出者が個人である場合は、担当者の所属欄及び担当者の氏名欄の記載は不要です。 

 

番号 資料名 頁数 行数 項目 意見・質問 

      

      

      

      

      

      

※ 上記の様式をMicrosoft Excel（Excel 2013に対応した形式とする。）で作成し、質

問数に応じて上記下段の表の行を追加してください。 

※ 番号欄には、連番にて意見・質問ごとに番号を記載してください。（半角アラビア数字） 

※ 資料名欄には、意見・質問の対象となる書類の名称を記載してください。 

※ 頁数欄には、意見・質問の対象となる箇所が始まるページのページ数を記載してくだ

さい。 

※ 行数欄には、意見・質問の対象となる箇所が始まる行の行数を記載してください。 

※ 項目欄には、意見・質問の対象となる箇所が含まれる項目を次の例に倣い記載してく

ださい。 

   例 第１_１_(1)事業名称 

※ 意見・質問欄には、各々一つの意見又は質問を記載してください。 
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別紙１ 町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業の事業スキーム図（例） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

熱回収施設等（仮称） 

の利用者 

町田市 

ごみ処理手数料等 

の収入 交付金 

起債 

事業契約 

特別目的会社 

（SPC） 

（運営事業者） 

電力会社等 

施設整備企業 

施設運営企業 

運転管理業務を行う企業 

【構成企業】 

入札参加者 

基本協定 

(基本契約に基づく) 

施設整備請負契約 基本契約 
(基本契約に基づく) 

運営業務委託契約 

出資 

配当 

委託契約 

売電収入 

売電 

買電 

財政投融資等 

プラント設計・建設を行う企業 

【代表企業】 

出資 

配当 

 

電気料金 

建築物設計・建設を行う企業 

【構成企業または協力企業】 

出資 

 配当 

事業者 

 

維持管理業務を行う企業 

【構成企業または協力企業】 

既存施設の解体を行う企業 

【構成企業または協力企業】 

出資 

 配当 

引き継ぎ業務を行う企業 

【構成企業または協力企業】 

出資 

 
配当 

出資 

 
配当 

※構成企業は必ず運営事業者に出資することとする。 
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別紙２ 町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業における市と民間事業者の業務範囲 

 業務区分 業務項目 業務内容 

業務範囲 備考 

市 
事業

者 
 

 用地整備業務 事業用地準備 
東京都環境影響評価条例に基づく環境アセ

スメントの実施 
○   

   都市計画関連手続き ○   

   
土砂災害警戒区域 

（レッドゾーン）の解除工事 
 ○ 

造成工事+ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ解

除工事は 

一体工事で実施。 

   敷地の造成  ○ 同上 

   既存調整池改修工事 ○   

  敷地周辺整備 交差点改良工事 ○  別途整備を行う。 

 施設整備業務 事前調査 地盤調査  ○  

   テレビ受信障害調査  ○  

  設計 官庁等との協議・手続き  ○  

   基本設計  ○  

   実施設計  ○  

   計画通知（構造適合判定）費用負担 ○ ○ 
１回目の申請は市が負

担する。 

   設計段階での周辺住民説明  ○  

   設計モニタリング ○   

  建設 既存インフラ盛替  ○  

   敷地内インフラ整備（蒸気管） ○ ○ 

熱回収施設等の施設整

備業務に伴う、蒸気管

の盛替え工事は本事業

に先立って市にて実施

する。また、市にて盛

替えた蒸気管を、熱回

収施設等の整備に伴う

再盛替えや熱回収施設

等への接続工事は事業

者にて実施する。 

   敷地周辺インフラ整備（下水） ○  
市にて負担金 

払い済み。 

   
敷地周辺インフラ整備（電気） 

受電引き込みケーブル位置変更（敷設替え） 
 ○ 

新施設分については含

める。 

既設分については仮設

管理棟建設前に市が実

施。 

   新管理棟内ＬＡＮの引き込み ○   
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 業務区分 業務項目 業務内容 

業務範囲 備考 

市 
事業

者 
 

   施工前許認可手続き  ○  

   施工時の周辺住民説明 ○ ○ 

説明は、市及び事業者

が行う。説明資料の作

成は事業者が行う。 

   安全衛生管理  ○  

   環境保全  ○ 
工事期間中の環境ﾓﾆﾀﾘ

ﾝｸﾞ設備を含む。 

   工事に必要な仮設物設置  ○  

   市職員の仮設管理棟設置・移転 ○  市にて先行実施。 

   監督員・工事監理者の仮設事務所等  ○  

   地中障害物・残存工作物・樹木等の撤去  ○  

   建設発生土の処分  ○ 
造成工事の発生土も含

む。 

   工事に伴う損傷等の復旧  ○  

   環境影響評価事後調査の実施、報告 ○   

   施工図等の作成  ○  

   工事積算内訳書の作成  ○  

   交付金の申請協力  ○  

   完成図書の作成  ○  

   施工監理 ○   

 運転管理業務 
試運転・引き渡

し 
試運転等の事前準備  ○  

   試運転・運転指導  ○  

   試運転に伴う用役費  ○  

   
負荷運転を行うための処理対象物の提供に

要する費用 
 ○  

   
試運転により発生する飛灰処理物、破砕不

適物等の処分に要する費用 
 ○ 

受入先との協議は市が

行う。 

   試運転により発生する電力の売電収入  ○  

   施設運営マニュアル作成  ○  

  
処理対象物の

受入 
ごみの収集・運搬 ○   

   受付管理  ○ 
市で処理できない物の

指導・教育も含める。 
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 業務区分 業務項目 業務内容 

業務範囲 備考 

市 
事業

者 
 

   案内・指示  ○  

  
処理対象物の

受入 
料金徴収  ○  

  
処理対象物の

適正処理 
誘導・指示  ○  

   可燃ごみのメタン発酵対象物選別  ○  

   
メタン発酵非対象ごみ、メタン発酵残渣、

不燃・粗大可燃残渣の焼却 
 ○  

   
メタン発酵対象ごみの発酵処理、バイオガ

スの回収 
 ○  

   焼却灰、金属類の貯留・保管・積込等  ○  

   不燃・粗大ごみ受入時の分別保管  ○  

   不燃・粗大ごみの破砕・選別  ○  

   事業系ごみの展開検査への協力  ○ 

民間事業者は 

口頭指導。廃棄物行政

指導は、市が行う。 

  
処理不適物の

対応 
処理不適物の混入防止  ○  

   場内処理が可能な処理不適物の処理  ○  

   場内処理が不可能な処理不適物の処理 ○  （A） 

   場外処理する処理不適物の一時保管  ○  

  その他 搬入物の性状分析  ○  

   搬出物の性状分析  ○  

   災害発生時の協力  ○  

   
運転、補修、更新等に伴い発生する廃棄物

の適正処理 
 ○  

   緊急時の対応 ○ ○ 

事業者が緊急時の対応

ﾏﾆｭｱﾙを整備する。緊急

搬出先の協議は市が行

う。 

  
運転管理時の

計測管理 
運転計画・管理記録等の作成  ○  

  
プラント設備

検査 
プラント設備法定検査  ○  

   プラント設備法定以外の検査  ○  

  用役管理   ○  

  

その他運転管

理に必要な業

務 

  ○  
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 業務区分 業務項目 業務内容 

業務範囲 備考 

市 
事業

者 
 

 維持管理業務 
熱回収施設等

の補修・更新等 
補修計画の策定  ○  

   各設備・機器の点検、補修、設備更新  ○  

   電気工作物に係る保安業務  ○  

   関係法令に係る各種届出  ○  

  清掃管理 清掃管理 ○ ○ 

工場棟（見学者ルート

を除く）は事業者の所

掌範囲とする。その他

の範囲は、市の所掌と

する。 

  
樹木等植栽管

理 
樹木管理 ○   

   芝生管理 ○   

  警備等 日常警備  ○  

   緊急時の対応  ○  

  
安 全 衛 生 管

理・防災管理 
  ○ 教育も行う。 

  環境管理   ○  

  情報管理 運転管理に関する情報管理及び報告  ○  

   維持管理に関する情報管理及び報告  ○  

   
安全衛生管理・防災管理に関する情報管理

及び報告 
 ○  

  その他 見学者対応 ○   

   周辺市民対応への協力  ○  

   運営モニタリング ○ ○ 
連続監視は民間業者が

行う。 

  
業務期間終了

時の引継ぎ 

第三者機関による性能確認検査の市の立会

の下の確認 
 ○  

   建物の主要構造部の劣化状況の確認  ○  

   
内外の仕上げや設備機器等の劣化状況の確

認 
 ○  

   
設計図書に規定されている基本的な性能の

確認 
 ○  

 有効利用業務 
資源物の資源

化 
副生成物の資源化 ○  （A）と同様。 

   資源回収収入 ○   

  
エネルギー有

効利用 
廃熱を用いた熱供給・発電及び電気供給  ○ 供給施設の管理。 
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 業務区分 業務項目 業務内容 

業務範囲 備考 

市 
事業

者 
 

   
熱回収施設等（ストックヤード棟除く）の

供用開始前の売電に係る事務手続き 
○   

   

熱回収施設等（ストックヤード棟除く）の

供用開始後の売電及び売電に係る事務手続

き 

 ○  

   売電収入 ○   

   その他再生可能エネルギーの活用  ○  

 解体業務 事前解体撤去 アスベスト等調査  ○  

   土壌汚染調査 ○   

   既存管理棟・リサイクルプラザの解体撤去  ○ 
一括して事業範囲に含

める。 

   アスベスト含有建材の解体  ○  

   花の家、関連施設の解体撤去  ○ 
一括して事業範囲に含

める。 

   外構の解体・撤去  ○  

  
工場棟解体撤

去 
ダイオキシン類・アスベスト等調査  ○  

   一般仮設工事  ○  

   ダイオキシン類対策仮設工事  ○  

   除染工事  ○  

   汚染物除去等の確認  ○  

   主要機器の解体  ○  

   アスベスト含有建材の解体  ○  

   
汚染部分・非汚染部分の建屋・構造物等の

解体 
 ○  

   地下部分の構造物の解体  ○  

   煙突解体  ○  

   外構等解体  ○  

   廃棄物処理  ○  

   跡地整備（既存工場棟）  ○ 
更地にし、防埃対策、

排水対策を行う。 

   土壌汚染調査 ○   

   汚染が確認された場合の対応工事  ○  

（A）：他市協議が必要のため、市にて行う。なお、市の都合で、新たに資源化項目を増やす場合も、市にて

行う。 
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別紙３ リスク分担表 

期 間 リスク項目 概 要 分担 

    市 事業者 

共通 契約  事業者との契約不調、または契約手続きの遅延リスク ○ ○ 

制度関連 制度・法令変更 関係法令・許認可の変更等に係るリスク ○  

税制変更 

 

事業者の利益に課せられる税制度の変更(例：法人税率
等の変更)、新税の設立に伴うリスク 

 ○ 

上記以外の税制度の変更、新税の設立に伴うリスク ○  

 政治 首長交代、政策方針の転換、議会承認、財政破綻等に
よる支援・債務不履行、許認可の取得、遅延等に係る
操業中止、コスト増大リスク 

○  

 許認可取得 事業者が取得すべき許認可の遅延リスク  ○ 

 
補助金等 

事業者の事由により予定していた補助金額が交付され
ないリスク、又は補助金の交付が遅延し、事業開始が
遅延するリスク 

 ○ 

  その他の事由により予定していた補助金額が交付され
ないリスク、又は補助金の交付が遅延し、事業開始が
遅延するリスク 

○  

社会環境 住民対応 
事業者が実施する業務に起因する住民対応に係るリス
ク 

 ○ 

  住民対応に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化によ
る操業停止・コスト増大のリスク 

○  

 

第三者賠償 

事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設
の劣化等に対する賠償リスク 

 ○ 

事業者が実施する業務に起因しないで発生する事故、
施設の劣化等に対する賠償リスク 

○  

 
環境保全 

事業者が実施する業務に起因する、有害物質の排出、
騒音、振動等の周辺環境の悪化及び法令上の規制基準
の不適合に関するリスク 

 ○ 

物価変動  

インフレ／デフレ（物価変動）に係る費用増大リスク
（一定の範囲内） 

 ○ 

インフレ／デフレ（物価変動）に係る費用増大リスク
（一定の範囲を超えた部分） 

○  

資金調達 

 
 

事業者における本事業実施に際して必要とする資金の
調達に係るリスク 

 ○ 

市において本事業実施に際して必要となる資金の調達
に係るリスク 

○  

金利変動  金利上昇に伴う資金調達コストの増大リスク ○  

不可抗力 

 工事中・維持管理運営中の風水害・地震等の大規模災
害により事業の実施が不可能となるリスク 

○  

工事中・維持管理運営中の風水害・地震等の大規模災
害による修復のため遅延が発生するリスク 

○ △ 

債務不履行 

 事業者の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行
のリスク 

 ○ 

市の事由による事業破綻、契約破棄、契約不履行のリ
スク 

○  

設計段階 
測量・調査の不備 

事業者が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴う
設計変更及び仕様変更によるコスト増大リスク 

 ○ 

   市が実施した地形・地質等現地調査の不備に伴う設計
変更及び仕様変更によるコスト増大リスク 

○  

 基本・実施設計変更 事象者の基本・実施設計ミス等による設計の変更、遅
れによるコスト増大リスク 

 ○ 

   市の提示条件、指示の不備、組合の要求に基づいた変
更によるコスト増大リスク 

○  

 建設着工遅延  事業者の事由による建設着工遅延によるコスト増大リ
スク 

 ○ 

 市の事由による建設着工遅延によるコスト増大リスク ○  

建設段階 用地不備 
用地確保の遅延リスクや用地における地中障害物やそ
の他予見できない事項に関するコスト増大リスク 

○  

 工事遅延 事業者の事由による資材調達、工程管理等に係る工事
遅延によるコスト増大リスク 

 ○ 

   市の指示等の事由による工事遅延に係るコスト増大リ
スク 

○  

 工事費増大 事業者の事由による工事費等の増大リスク  ○ 
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期 間 リスク項目 概 要 分担 

    市 事業者 

   市の提示条件不備及び指示等の事由による工事工程、
工事方法の変更による工事費増大リスク ○  

 試運転・引渡性能試験での性能未達 試運転・引渡性能試験の結果、契約で規定した要求性
能未達等の事業者の事由によるコスト増大、遅延リス
ク 

 ○ 

   試運転・引渡性能試験に要するごみの供給等の市の事
由によるコスト増大、遅延リスク 

○  

運営段階 

ごみ量・ごみ質の変動 

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約に規定
する範囲内で変動した場合のコスト変動リスク（飛
灰・処理残渣等の処理コストを含む） 

 ○ 

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約に規定
する以上に著しく変動した場合のコスト変動リスク
（飛灰・処理残渣等の処理コストを含む） 

○  

災害廃棄物等によりごみ質・ごみ量が変動した場合の
コスト変動リスク 

○  

 

性能未達  

施設が契約に規定する仕様及び性能の達成に不適合
で、改修が必要となった場合のコスト増大リスク 

 ○ 

市の事由により契約に規定する以上の性能を満足する
ために改修が必要となった場合のコスト増大リスク 

○  

 施設瑕疵  事業期間中における施設瑕疵に係るリスク   ○ 

 

運営コスト増大・運転停止によるご
み処理量未達 

設備機器の運営・維持管理の要求水準未達によるコス
ト増大、運転停止リスク 

 ○ 

 搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合
（事業者の注意義務違反の場合）のコスト増大、運転
停止リスク 

 ○ 

 搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合
（事業者の注意義務違反の場合を除く）のコスト増大、
運転停止リスク 

○  

 その他の運営不備によるコスト増大、運転停止リスク  ○ 

 
施設破損  

事故・火災等による修復等に係るコスト増大リスク  ○ 

第三者による施設の破損に伴うコスト増大リスク ○  

余剰電力売電収入の変動 

電力会社の売電単価変更による余剰電力売電収入の変
動リスク 

○  

事業者の事由による余剰電力売電収入の変動リスク  ○ 

搬入する一般廃棄物等のごみ質・ごみ量の変動による
余剰電力売電収入の変動リスク 

○  

ユーティリティーの不備 
ユーティリティーの事故・故障によるコスト増大、運
転停止リスク ○ ○ 

事業 

終了時 

施設の性能確保 事業終了時における施設の性能確保に係るリスク  ○ 

事業終了時の諸手続きに係るコスト

増大 

事業終了時の諸手続きに係る事業者の事由によるコス
ト増大リスク  ○ 

事業終了時の諸手続きに係る市の事由によるコスト増
大リスク 

○  

○主分担、△従分担 
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別紙４ 用語の定義 

 

「町田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業の実施に関する方針」において使用する用語の

定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。 

 

１  「運営事業者」とは、熱回収施設等の施設運営業務の遂行のみを目的とした会社法（平

成 17 年法律第 86 号）に規定する株式会社のことをいう。 

２  「既存工場棟」とは、現在稼働している町田リサイクル文化センター工場棟のことを

いう。 

３  「協力企業」とは、入札参加者を構成する企業のうち構成企業以外の者で、事業開始

後、施設整備業務又は施設運営業務のうちの一部を請負い、又は受託することを予定し

ている企業をいう。 

４  「構成企業」とは、入札参加者を構成する企業のうち、特別目的会社に出資する企業

をいう。 

５  「事業契約」とは、基本契約、施設整備請負契約（仮契約を含む。）及び運営業務委託

契約の総称をいう。  

６  「事業者」とは、本事業の施設整備業務及び施設運営業務を実施する民間事業者のこ

とをいう。 

７  「事業者提案」とは、本事業に関する入札手続において事業者が市に提出する本事業

の実施に関する提案書類一式（入札手続のヒアリング等における回答を含む。）をいう。 

８  「施設運営期間」とは、熱回収施設等の引渡日の翌日（同日を含む。）から理由の如何

を問わず運営業務委託契約が終了した日（同日を含む。）又は 2041 年３月末日（同日

を含む。）のいずれか早い方の日までの期間をいう。 

９  「施設運営企業」とは、運営事業者が別途契約する熱回収施設等の施設運営業務を実

施する企業のことをいう。 

10  「施設運営業務」とは、本事業における熱回収施設等の運転管理業務及び維持管理業

務、施設運営業務期間終了時の市への引き継ぎ業務の総称をいう。 

11  「施設整備期間」とは、施設整備請負契約の本契約の締結日（同日を含む。）から外

構及びストックヤード棟の引渡日（同日を含む。）までの期間をいう。 

12  「施設整備企業」とは、熱回収施設等の整備（設計・建設・解体等）を実施する企業

のことをいう。 

13  「施設整備業務」とは、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書等に基づいて熱回

収施設等を整備する業務をいう。 

14  「施設整備費」とは、本事業において基本契約及び施設整備請負契約に基づいて市が

施設整備企業に支払う施設整備業務を実施したことの対価の総額をいう。 
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15  「市内業者」とは、本事業の応札時点で町田市内に本店（本社）を有する企業のこと

をいう。 

16 「特定事業」とは、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」

（平成 11 年法律第 117 号）第 2 条第 2 項の規定に準じて、市が実施する事業をいう。 

17  「入札希望者」とは、本事業の入札に参加を希望する民間事業者で構成される者のこ

とをいう。 

18  「入札参加者」とは、本事業の入札参加資格があると認められた入札希望者のことを

いう。 

19  「熱回収施設等」とは、要求水準書等に基づいて整備される熱回収施設（焼却施設）、

不燃・粗大ごみ処理施設、バイオガス化施設、新管理棟、ストックヤード棟、洗車場の

総称をいう。 

20  「プラント」とは、熱回収施設（焼却施設）、バイオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理

施設のプラントの総称をいう。 

21  「本事業」とは、町田市（以下「市」という。）が発注する町田市熱回収施設等（仮称）

の施設整備及び施設運営等を行う事業のことをいう。 

22  「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者及び運営事業者に履行を求め

る水準をいう。なお、事業者提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された水

準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。 

23  「要求水準書」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「町

田市熱回収施設等（仮称）整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問

回答書をいう。 

24  「要求水準書等」とは、要求水準書及び事業者提案の総称をいう。 

 


